
【対象】 

 西海市に在住、在勤する２０人以上の事

業所・団体・グループ 

※ 少数の場合は御相談ください。 

【講話内容】 

 交通安全・防犯・災害対策等 

※ 内容については御相談ください。 

【対応可能時間】 

 平日の１０時から１５時まで 

※ 講話時間は３０分～１時間程度となります。 

【申込み】 

 講話の約２週間前までに連絡をお願いします。 

※ 日程・講話内容等を確認・調整後、書面の提出をお願いします。 

【問い合わせ先】 

 長崎県西海警察署（代表電話） 

 ☎０９５９－２２－０１１０ 

※ 担当課の業務の都合により、日時を調整させていただくこと

や、ご希望に添えない場合がありますので御了承ください。 

西海警察署では、事業所・地区の会合

等に警察官を派遣して、警察業務に関

する各種講話を行っています！ 


